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(57)【要約】
【課題】流量制御装置に用いられるセンサ等の部品点数
を低減しつつ、流量装置内で生じる詰まりなどの不具合
や測定流量値に生じている異常を精度よく診断すること
ができる流量制御装置、流量制御装置に用いられる診断
装置及び診断用プログラムを提供する。
【解決手段】流量制御装置１００に、前記流路ＭＬ上に
設けられた流体抵抗４と、流体抵抗の上流側又は下流側
のいずれか一方に設けられた圧力センサ３と、前記測定
流量値又は前記圧力センサで測定される測定圧力値に基
づいて、前記流路ＭＬを流れる流体の状態が安定状態で
あるかどうかを判定する安定状態判定部５と、前記安定
状態判定部５が流体の状態が安定状態であると判定して
いる場合に、前記測定圧力値の変化量に基づいて前記測
定流量値の異常を診断する異常診断部６と、を備えた。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流路を流れる流体の流量を測定する流量測定機構と、前記流路上に設けられた流量制御
バルブと、前記流量測定機構で測定される測定流量値と、目標流量値との偏差が小さくな
るように前記流量制御バルブの開度を制御するバルブ制御部と、を備えた流量制御装置で
あって、
　前記流路上に設けられた流体抵抗と、
　流体抵抗の上流側又は下流側のいずれか一方に設けられた圧力センサと、
　前記測定流量値又は前記圧力センサで測定される測定圧力値に基づいて、前記流路を流
れる流体の状態が安定状態であるかどうかを判定する安定状態判定部と、
　前記安定状態判定部が流体の状態が安定状態であると判定している場合に、前記測定圧
力値の変化量に基づいて前記測定流量値の異常を診断する異常診断部と、を備えたことを
特徴とする流量制御装置。
【請求項２】
　前記異常診断部が、前記測定圧力値の変化量を算出する圧力変化量算出部と、
　前記圧力変化量算出部が算出する圧力の変化量の絶対値が所定値以上となった場合に前
記測定流量値が異常であると判定するように構成された異常判定部と、を備えたものであ
る請求項１記載の流量制御装置。
【請求項３】
　前記異常診断部が、前記測定圧力値の変化量に基づいて前記流路を流れる流体の流量の
変化量を算出する流量変化量算出部と、
　前記流量変化量算出部が算出する流量の変化量の絶対値が所定値以上となった場合に前
記測定流量値が異常であると判定するように構成された異常判定部と、を備えたものであ
る請求項１又は２記載の流量制御装置。
【請求項４】
　前記安定状態判定部が、前記測定流量値と前記目標流量値との偏差の絶対値が所定値以
下である状態が所定時間以上継続した場合に流体の状態が安定状態であると判定するよう
に構成されている請求項１、２又は３記載の流量制御装置。
【請求項５】
　前記流量測定機構が、熱式流量センサである請求項１、２、３又は４記載の流量制御装
置。
【請求項６】
　前記熱式流量センサが、前記流路上に設けられる層流素子を備えたものであり、
　前記流体抵抗が、前記層流素子とは別途設けられたものである請求項５記載の流量制御
装置。
【請求項７】
　流路を流れる流体の流量を測定する流量測定機構、又は、当該流量測定機構を備えた流
量制御装置に用いられる診断装置であって、
　前記流路上に設けられた流体抵抗と、
　流体抵抗の上流側又は下流側のいずれか一方に設けられた圧力センサと、
　前記測定流量値又は前記圧力センサで測定される測定圧力値に基づいて、前記流路を流
れる流体の状態が安定状態であるかどうかを判定する安定状態判定部と、
　前記安定状態判定部が流体の状態が安定状態であると判定している場合に、前記測定圧
力値の変化量に基づいて前記測定流量値の異常を診断する異常診断部と、を備えたことを
特徴とする診断装置。
【請求項８】
　流路上に流体抵抗と、前記流体抵抗の上流側又は下流側のいずれかに圧力センサと、が
設けられており、前記流路を流れる流体の流量を測定する流量測定機構、又は、当該流量
測定機構を備えた流量制御装置に用いられる診断用プログラムであって、
　前記測定流量値又は前記圧力センサで測定される測定圧力値に基づいて、前記流路を流
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れる流体の状態が安定状態であるかどうかを判定する安定状態判定部と、
　前記安定状態判定部が流体の状態が安定状態であると判定している場合に、前記測定圧
力値の変化量に基づいて前記測定流量値の異常を診断する異常診断部と、を備えたことを
特徴とする診断用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流路を流れる流体の流量を測定するための流量測定機構が示す測定流量値の
異常を診断する構成を有した流量制御装置等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、半導体製品の製造等においては、ＣＶＤ装置等のチャンバ内にウエハを載置し
ておき、成膜に必要な原料を含むプロセスガスを目標の流量で精度よく供給する必要があ
る。
【０００３】
　このようなプロセスガスの流量制御には、前記チャンバに接続された流路上に設けられ
るマスフローコントローラが用いられる。このマスフローコントローラは、流路が内部に
形成されており、各週流量制御機器が取り付けられるブロック体と、流路を流れる流体の
流量を測定する熱式流量センサ等の流量測定機構と、流量制御バルブと、前記流量測定機
構で測定される測定流量値と目標流量値の偏差が小さくなるように前記流量制御バルブの
開度を制御するバルブ制御部と、が１つのパッケージとなったものである。
【０００４】
　ところで、プロセスガスの生成物の中には流量測定用のための細いセンサ流路内や、流
体を分流するための層流素子等に付着しやすいものがあり、生成物が付着することで詰ま
りが生じ、正確な流量を測定できていない場合がある。仮に流量測定機構で測定されてい
る流量測定値が不正確なものであったとすると、流量制御バルブが正確に制御されていた
としても、チャンバ内に流入するプロセスガスの実際の流量には誤差が生じていることに
なり、所望の性能を有した半導体製造が行えないことになる。
【０００５】
　このような問題を解決するために、流量測定機構に詰まり等が生じ、測定流量値に異常
が生じていないかどうか等を診断するための構成を有したマスフローコントローラ等の流
量制御装置が従来から提案されている。
【０００６】
　例えば、特許文献１に記載されている流量制御装置は、音速ノズルを用いることにより
プロセスガスを目標流量で流すように構成された流量制御装置であり、オリフィスの上流
側圧力と下流側圧力の比が所定値以上となるようにして流体が音速を保つようにするとと
もに、目標流量値に応じてオリフィス上流側の圧力のみを制御するための圧力制御バルブ
とを備えている。このものは、プロセスガスの生成物が付着する等してオリフィスが詰ま
ったり、その有効断面積が変化したりすると、目標流量値でプロセスガスを導入すること
ができなくなるので、前記オリフィスの詰まりによる異常を診断するための診断回路を備
えている。この診断回路は、オリフィスの上流に設けられた圧力センサと、同じくオリフ
ィスの上流に設けられた温度センサと、前記圧力センサで測定される測定圧力と、前記温
度センサで測定される測定温度とをベルヌーイの式に代入してオリフィスの上流を流れる
流体の流量を算出する算出部と、を備えた流量測定機構から出力される第１流量測定値と
、熱式流量センサで測定される第２測定流量値とを比較し、これらの偏差が許容量以上と
なった場合にオリフィスの交換を促すための信号を出力するものである。なお、前記流量
測定機構で得られた第１流量測定値はフィードバックされ、前記圧力制御バルブの開度を
制御するために用いられている。
【０００７】
　言い換えると、この特許文献１に示される流量制御装置では、オリフィスにおける詰ま
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りを診断するために、フィードバック制御用の流量測定機構の他にさらに別のフィードバ
ック制御には用いられない熱式流量センサを設けることにより診断回路が動作するよう構
成されている。
【０００８】
　しかしながら、半導体製造装置のような分野においてもコストの低減要求は厳しく、上
述したような流量制御装置でも、できる限り部品点数を減らしつつ、流路の詰まりや測定
流量値の異常を正確に診断でき、常に高精度での流量制御を行えることが求められている
。
【０００９】
　このような観点から考えると、特許文献１の流量制御装置では、詰まりの診断をするた
めに、オリフィスの上流に設けられた圧力センサ、温度センサ、熱式流量センサを構成す
るためのさらに２つの温度センサという、計４つものセンサを流路上に設ける必要があり
、コスト低減要求に答えられてない。かといって、単純にセンサの点数を減らしてしまう
と、今度はフィードバック制御に用いている測定流量値が許容できる程度に正しい値を示
しているのか等、定量的な評価に基づいて詳細に診断したり、流路内で詰まりが本当に生
じているか等を精度よく診断したりする事が難しくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０００－２５９２５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は上述したような問題点を鑑みてなされたものであり、流量制御装置に用いられ
るセンサ等の部品点数を低減しつつ、流量装置内で生じる詰まりなどの不具合や測定流量
値に生じている異常を精度よく診断することができる流量制御装置、流量測定機構、又は
、当該流量測定機構を備えた流量制御装置に用いられる診断装置及び診断用プログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　すなわち、本発明の流量制御装置は、流路を流れる流体の流量を測定する流量測定機構
と、前記流路上に設けられた流量制御バルブと、前記流量測定機構で測定される測定流量
値と、目標流量値との偏差が小さくなるように前記流量制御バルブの開度を制御するバル
ブ制御部と、を備えた流量制御装置であって、前記流路上に設けられた流体抵抗と、流体
抵抗の上流側又は下流側のいずれか一方に設けられた圧力センサと、前記測定流量値又は
前記圧力センサで測定される測定圧力値に基づいて、前記流路を流れる流体の状態が安定
状態であるかどうかを判定する安定状態判定部と、前記安定状態判定部が流体の状態が安
定状態であると判定している場合に、前記測定圧力値の変化量に基づいて前記測定流量値
の異常を診断する異常診断部と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の診断装置は、流路を流れる流体の流量を測定する流量測定機構、又は、
当該流量測定機構を備えた流量制御装置に用いられる診断装置であって、前記流路上に設
けられた流体抵抗と、流体抵抗の上流側又は下流側のいずれか一方に設けられた圧力セン
サと、前記測定流量値又は前記圧力センサで測定される測定圧力値に基づいて、前記流路
を流れる流体の状態が安定状態であるかどうかを判定する安定状態判定部と、前記安定状
態判定部が流体の状態が安定状態であると判定している場合に、前記測定圧力値の変化量
に基づいて前記測定流量値の異常を診断する異常診断部と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　このようなものであれば、前記流量制御バルブの制御に用いられる測定流量値を測定す
るための流量測定機構の他に、前記流体抵抗の上流側又は下流側のいずれか一方に１つの
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圧力センサを設けているだけなので、従来に比べて流量制御装置にフィードバック制御以
外の目的で付加するセンサの数を減らし、製造コストの上昇を抑えることができる。
【００１５】
　しかも、前記異常診断部が前記測定流量値に異常が発生しているかを判定するために用
いる測定圧力値は、前記安定状態判定部に流体が安定状態にあると判定されているときに
前記圧力センサが測定する値であるので、例えば、流量制御の途上において生じる流量制
御誤差等を極力排除することができる。従って、流路の詰まり等により測定流量値に異常
が生じていることの影響のみが前記測定圧力値の変化量に現れやすくすることができ、前
記異常診断部の診断精度を向上させることができる。言い換えると、前記流量測定機構以
外にもう一つ別の方式の流量測定機構を設けなくても、前記圧力センサの出力のみで同等
の診断精度を達成することが可能となる。
【００１６】
　このように本発明であれば、従来で測定流量値の異常を診断するために必要であると考
えられていたセンサを減らしつつ、流体が安定状態にある時の測定圧力値の変化量に基づ
いて測定流量値の異常を診断することにより、センサを減らしたことによる影響を受ける
ことなく、精度よく流量測定値の異常診断を行うことができる。しかも、診断基準として
いるのが、流体が安定状態にあり測定流量値の異常のみが反映された測定圧力値であるた
め、例えば前記測定流量値と実際の流量との間にどの程度の誤差が生じているのかを定量
的に評価することができる。つまり、測定流量値に異常が生じているかどうかといった二
分法的な判定だけでなく、前記測定流量値に生じている異常が許容できる程度の誤差なの
かどうかといった定量的な判定も前記異常診断部において可能となる。
【００１７】
　前記異常診断部において測定流量値の異常を簡単な構成で精度よく診断するための具体
的な構成としては、前記異常診断部が、前記測定圧力値の変化量を算出する圧力変化量算
出部と、前記圧力変化量算出部が算出する圧力の変化量の絶対値が所定値以上となった場
合に前記測定流量値が異常であると判定するように構成された異常判定部と、を備えたも
のであればよい。
【００１８】
　前記圧力センサにより測定される測定圧力値の変化量から、測定流量値に現れている可
能性のある誤差量を定量的に評価し、より厳密な診断を可能にするには、前記異常診断部
が、前記測定圧力値の変化量に基づいて前記流路を流れる流体の流量の変化量を算出する
流量変化量算出部と、前記流量変化量算出部が算出する流量の変化量の絶対値が所定値以
上となった場合に前記測定流量値が異常であると判定するように構成された異常判定部と
、を備えたものであればよい。
【００１９】
　前記測定圧力値に測定流量値に生じている異常の影響のみが現れるようにし、ひいては
測定流量値の異常診断の結果を確かなものにするために、適切に流体の安定状態を判定で
きるようにするには、前記安定状態判定部が、前記測定流量値と前記目標流量値との偏差
の絶対値が所定値以下である状態が所定時間以上継続した場合に前記流体の状態が安定状
態であると判定するように構成されていればよい。
【００２０】
　前記異常診断部による診断により異常を発見しやすく、効果を得やすい流量測定機構の
具体例としては、前記流量測定機構が、熱式流量センサであるものが挙げられる。
【００２１】
　流体に含まれる物質の付着等による詰まりにより生じる異常を診断しやすくするには、
前記熱式流量センサが、前記流路上に設けられる層流素子を備えたものであり、前記流体
抵抗が、前記層流素子とは別途設けられたものであればよい。具体的には、前記流体抵抗
が前記流量測定機構とは独立して設けられているので、前記算出流量値は、前記流量測定
機構で生じている詰まりによる影響を受けにくくすることができる。言い換えると、前記
層流素子と前記流体抵抗とを共通化する場合に比べて、独立して設けておいたほうが前記
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測定流量値と前記算出流量値の両方において誤差が生じ、異常の判定が難しくなるといっ
た事態を防ぐことができる。
【００２２】
　例えば、既存の流量制御装置に対して本発明の診断装置を後付けで構成することができ
、同様の効果が得られるようにするには、本発明の診断用プログラムを記録媒体等からコ
ンピュータ等にインストールすればよい。具体的には、本発明の診断用プログラムは、流
路上に流体抵抗と、前記流体抵抗の上流側又は下流側のいずれかに圧力センサと、が設け
られており、前記流路を流れる流体の流量を測定する流量測定機構、又は、当該流量測定
機構を備えた流量制御装置に用いられる診断用プログラムであって、前記測定流量値又は
前記圧力センサで測定される測定圧力値に基づいて、前記流路を流れる流体の状態が安定
状態であるかどうかを判定する安定状態判定部と、前記安定状態判定部が流体の状態が安
定状態であると判定している場合に、前記測定圧力値の変化量に基づいて前記測定流量値
の異常を診断する異常診断部と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　このように本発明の流量制御装置、流量測定機構、又は、当該流量測定機構を備えた流
量制御装置に用いられる診断装置及び診断用プログラムであれば、異常診断を行うための
構成として、フィードバック制御に用いられる測定流量値を出力する流量測定機構の他に
、１つだけセンサを設けるだけでよく部品点数を減らし、製造コストの上昇を抑えること
ができる。しかも、流体が安定状態にあるときの測定圧力値の変化量に基づいて測定流量
値の異常診断を行っているので、従来に比べて診断用のセンサ数が少なくても同等以上の
精度で測定流量値の異常を診断する事が可能となっている。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】第１実施形態におけるマスフローコントローラ及び診断装置を示す模式図。
【図２】第１実施形態の安定状態判定部の動作を説明するための模式的グラフ。
【図３】第１実施形態のマスフローコントローラ及び診断装置の診断に関する動作を示す
フローチャート。
【図４】第１実施形態における流量時間変化量の変化と、診断に関する動作を説明する模
式的グラフ。
【図５】本発明の第２実施形態に係るマスフローコントローラ及び診断装置を示す模式図
。
【図６】第２実施形態における圧力時間変化量の変化と、診断に関する動作を説明する模
式的グラフ。
【図７】本発明の第３実施形態に係るマスフローコントローラ及び診断装置を示す模式図
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の第１実施形態に係る流量制御装置及び診断装置２００について図面を参照しな
がら説明する。
【００２６】
　第１実施形態の流量制御装置は、半導体製造等においてＣＶＤ装置等のチャンバ内に成
膜に必要な原料を含むプロセスガスを所定の供給流量で供給するために用いられるマスフ
ローコントローラ１００である。このマスフローコントローラ１００は、図１の模式図に
示すように、概略直方体形状したブロック体Ｂの内部に貫通路を形成することで、流路Ｍ
Ｌを形成してあるものであり、前記ブロック体Ｂの上面に流体制御のための機器及び前記
診断装置２００を構成するための各種機器を取り付けることで、パッケージ化してある。
【００２７】
　より具体的には、前記マスフローコントローラ１００は、前記ブロック体Ｂの内部に形
成された流路ＭＬに、上流から順番に流量測定機構、流量制御バルブ２、圧力センサ３、
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流体抵抗４を設けてあるものであり、さらに各機器の制御や診断のための各種演算を行う
演算部Ｃを備えたものである。そして、このマスフローコントローラ１００は、前記流量
測定機構で測定される測定流量値ＱＴと、目標流量値Ｑｒの偏差が小さくなるように前記
流量制御バルブ２の開度を制御することで、所望の流量をチャンバ内に供給する。
【００２８】
　各部について図１を参照しながら説明する。まず、主にハードウェアの構成について説
明する。
【００２９】
　前記ブロック体Ｂは、図１に示すように下面に開口し、流体を内部の流路ＭＬへ導入す
るための流体導入口と、流量制御された流体を導出するための流体導出口を備えたもので
あり、上面には前記流量測定機構、前記流量制御バルブ２、前記圧力センサ３を取り付け
るとともに、前記流路ＭＬと連通させるための取り付け穴が形成してある。
【００３０】
　前記流量測定機構は、前記ブロック体Ｂの内部を流れる流体の流量を測定するものであ
り、第１実施形態では熱式流量センサ１を用いている。この熱式流量センサ１は、前記流
路ＭＬに設けてある層流素子１３と、前記層流素子１３の上流において前記流路ＭＬから
分岐し、当該層流素子１３の下流において前記流路ＭＬに合流する概略逆Ｕ字状に形成さ
れた金属細管であるセンサ流路ＳＬと、前記センサ流路ＳＬを形成する金属細管の外側に
おいて上流側と下流側にそれぞれ設けられた第１温度センサ１１、第２温度センサ１２と
、前記第１温度センサ１１、前記第２温度センサ１２で測定される温度差に基づいて前記
流路ＭＬに流れる流量に変換するする流量変換部１４と、を備えたものである。なお、前
記流量変換部１４は後述する演算部Ｃの演算機能を利用して構成してあり、測定流量値Ｑ

Ｔを以下の式１に基づいて算出するものである。
【００３１】
　ＱＴ＝ｋＴ（Ｔ１－Ｔ２）・・・式１
　ここで、ＱＴ：測定流量値、ｋＴ：温度差から流量への変換係数、Ｔ１：第１温度セン
サ１１で測定される上流側温度、Ｔ２：第２温度センサ１２で測定される下流側温度であ
る。
【００３２】
　前記層流素子１３は、前記流路ＭＬから前記センサ流路ＳＬに所定の比率で流体が分流
されるようにするためのものであり、例えば、微小な貫通溝が形成された薄板を積層して
形成してある。すなわち、この層流素子１３を流体が通過する際に層流状態となるように
前記貫通溝の長さや深さなどが設定してある。このように層流素子１３は微小構造を有す
るものであるため、通過するプロセスガスからの生成物が前記貫通溝等の微小構造に付着
して詰まりが生じることがある。また、前記センサ流路ＳＬも金属細管により構成してあ
るため、詰まりが生じることがある。そして、前記層流素子１３又は前記センサ流路ＳＬ
のいずれかに詰まりが生じると、分流比が変化するため前記第１温度センサ１１、前記第
２温度センサ１２により測定される温度差が実際の流量を反映しないものとなり、前記熱
式流量センサ１で測定される測定流量値ＱＴに異常が生じることになる。
【００３３】
　前記流量制御バルブ２は、例えばピエゾバルブであって後述するバルブ制御部２１によ
りその開度を制御されるものである。
【００３４】
　前記流体抵抗４は、その上流側と下流側において圧力差を生じさせるためのものであり
、例えば前記層流素子１３と同様の構造を有するものや、オリフィス等が用いられる。
【００３５】
　前記圧力センサ３は、前記流量制御バルブ２と前記流体抵抗４との間であり、前記流体
抵抗４よりも上流側の圧力を測定するためのものである。前記流体抵抗４と、前記圧力セ
ンサ３は別の見方をすると、圧力式流量計において下流側の圧力センサを省略し、上流側
の圧力センサ３だけを残した構造を有するものとも言える。
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【００３６】
　次に主にソフトウェアの構成について説明する。
【００３７】
　前記演算部Ｃは、ＣＰU、メモリ、入出力インターフェース、Ａ／Ｄ、Ｄ／Ａコンバー
タ等を備えたいわゆるコンピュータやマイコン等によりその機能を実現されるものであっ
て、前記メモリに格納されているプログラムを実行することにより、少なくとも、バルブ
制御部２１、安定状態判定部５、異常診断部８としての機能を発揮するように構成してあ
る。なお、第１実施形態における診断装置２００は、前記圧力センサ３、前記流体抵抗４
、前記安定状態判定部５、前記異常診断部６により構成されるものである。
【００３８】
　各部について説明する。
【００３９】
　前記バルブ制御部２１は、前記熱式流量センサ１で測定される測定流量値ＱＴと、目標
流量値Ｑｒとの偏差が小さくなるように前記流量制御バルブ２の開度を制御するものであ
る。より具体的には、前記測定流量値ＱＴがフィードバックされると、前記目標流量値Ｑ

ｒとの偏差が算出され、その偏差に応じて前記流量制御バルブ２に印加する電圧を変化さ
せるものである。なお、目標流量値Ｑｒは予め指令値をプログラムとして入力するもので
あってもよいし、外部入力により逐次入力されるようにしても構わない。第１実施形態で
は、目標流量値Ｑｒとしては所定時間ある一定の値を保持し続けることを目的としてステ
ップ入力状の値が前記バルブ制御部２１に入力される。例えば、プロセスの状態が切り替
わるごとにステップ入力の大きさが変更される。
【００４０】
　前記安定状態判定部５は、前記測定流量値ＱＴに基づいて、前記流路ＭＬを流れる流体
の状態が安定状態であるかどうかを判定するかどうかを判定するものである。より具体的
には、前記安定状態判定部５は、図２のグラフに示すように前記測定流量値ＱＴと前記目
標流量値Ｑｒとの偏差の絶対値が所定値以下である状態が所定時間以上継続した場合に前
記流体の状態が安定状態であると判定するように構成してある。ここで、流体の状態が安
定状態であるという文言について言い換えておくと、前記流路ＭＬを流れる流体の流量、
圧力等と言った流量に関連するパラメータが時間経過に対して大きく変動せず、実質的に
一定となっている状態とも言い換えることができる。更に言い換えると、流体が安定して
いるとは前記測定流量値ＱＴ、測定される圧力値の両方又はいずれか一方が所定の値の範
囲内で、所定時間継続して保たれている状態とも言える。なお、前述した所定の値や、所
定時間は工場出荷時に予め定めてあってもよいし、ユーザが適宜設定する値であってもよ
い。
【００４１】
　前記異常診断部６は、前記安定状態判定部５が流体の状態が安定状態であると判定して
いる場合に、前記測定圧力値Ｐ１の時間変化量に基づいて前記測定流量値ＱＴの異常を診
断するものである。より具体的には、第１実施形態の前記異常診断部６は、前記測定圧力
値Ｐ１の変化量ΔＰ１に基づいて前記流路ＭＬを流れる流体の流量の変化量ΔＱＰを算出
する流量変化量算出部６１と、前記流量変化量算出部６１が算出する流量の変化量ΔＱＰ

の絶対値が所定値以上となった場合に前記測定流量値ＱＴが異常であると判定するように
構成された異常判定部６２と、を備えたものである。
【００４２】
　前記流量変化量算出部６１は、流体が安定状態であり、所定の時刻ｔにおける測定圧力
値Ｐ１（ｔ）と、所定の時刻からΔｔだけ経過した後の時刻ｔ＋Δｔにおける測定圧力値
Ｐ１（ｔ＋Δｔ）とから、時間がΔｔだけ経過したときの流量の変化量ΔＱＰを算出する
ように構成してある。より具体的には、前記流量変化量算出部６１は、式２の圧力による
流量算出式から導出される後述する式４に基づいて流量の変化量ΔＱＰを算出するもので
ある。
【００４３】
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　ＱＰ＝ｋＰ（Ｐ１
２－Ｐ２

２）・・・式２
　ここで、ＱＰ：圧力に基づいた算出流量値、ｋＰ：前記流体抵抗４により決まる圧力か
ら流量への変換係数、Ｐ１：前記圧力センサ３で測定される前記流体抵抗４の上流側の測
定圧力値、Ｐ２：前記流体抵抗４の下流側の圧力値であり、本実施形態ではＰ２は測定を
行っていない量であるため未知数である。式から明らかなように流量変化量算出部６１は
、流量と圧力との関係に基づいて流量の変化量ΔＱＰを算出するようにしてある。
【００４４】
　式２では前記流体抵抗４の下流側の圧力値Ｐ２が不明であり演算を進めることができな
い。そこで、例えば、Δｔだけ経過したときの時間変化量ΔＱＰについて考えると式３の
ように変形できる。
【００４５】
　ΔＱＰ＝ＱＰ（ｔ＋Δｔ）－ＱＰ（ｔ）
　　　＝ｋＰ（Ｐ１（ｔ＋Δｔ）２－Ｐ１（ｔ）２－Ｐ２（ｔ＋Δｔ）２＋Ｐ２（ｔ）２

）
　　　＝ｋＰ（ΔＰ１（Ｐ１（ｔ＋Δｔ）＋Ｐ１（ｔ））－ΔＰ２（Ｐ２（ｔ＋Δｔ）＋
Ｐ２（ｔ）））・・・式３
　ここで、ΔＰ１＝Ｐ１（ｔ＋Δｔ）－Ｐ１（ｔ）、ΔＰ２＝Ｐ２（ｔ＋Δｔ）－Ｐ２（
ｔ）であり、ΔＰ１は前記流体抵抗４の上流側圧力の変化量、ΔＰ２は前記流体抵抗４の
下流側圧力の変化量に相当する。
【００４６】
　さらに、前記安定状態判定部５により流体が安定状態になると判定されている間は、流
体の流量にほとんど変動が無いため、前記流体抵抗４の下流側は上流側に比べて低圧であ
り、略安定していることから前記ΔＰ２を略ゼロと見なすことができる。従って、前記式
３の下流側圧力により記述されている第２項は無視することができるので、最終的にΔＱ

Ｐは流体が安定状態であるという前提において式３は式４に示すような精度の良い近似を
行うことができる。
【００４７】
　ΔＱＰ＝ｋＰ（ΔＰ１（Ｐ１（ｔ＋Δｔ）＋Ｐ１（ｔ））・・・式４
　ここで、Ｐ１は前記圧力センサ４により測定されている値であるのでいずれの値も既知
であり、この式４によれば前記流量変化量算出部は、ある時刻ｔからΔｔだけ時間経過し
たときの流量変化量ΔＱＰを算出することができる。すなわち、圧力センサ３の測定圧力
値Ｐ１だけで、ある時刻ｔにおける実際の流量ＱＰそのものを算出するのではなく、変化
量を算出するようにしているので、１つの圧力センサ３のみで流量に関する演算を行うこ
とができる。
【００４８】
　前記異常判定部６２は、前記流量変化量算出部で算出された流量変化量ΔＱＰの絶対値
が所定の値よりも大きくなった場合には、測定流量値ＱＴに異常が生じていると判定する
。ここで、所定値は許容できる流量誤差に基づいて設定される値であり、例えば目標流量
値Ｑｒの１％等に設定される。このように前記流量変化量ΔＱＰにより定量的に評価を行
っているため、単に測定流量値ＱＴに異常が発生しているかどうかだけでなく、異常がど
の程度の流量誤差を生じさせているかを把握して許容できなくなった場合にのみ異常判定
を行うように構成できる。なお、ここで説明した所定値も使用状態等に応じてユーザが適
宜設定しても構わない。
【００４９】
　このように構成されたマスフローコントローラ１００の測定流量値ＱＴの診断に関する
動作について図３のフローチャートと、図４のグラフを参照しながら説明する。
【００５０】
　まず、前記バルブ制御部２１により、前記熱式流量センサ１で測定される測定流量値Ｑ

Ｔと、目標流量値Ｑｒの偏差が小さくなるように前記流量制御バルブ２の開度制御が開始
される（ステップＳ１）。流量制御が開始されると、前記安定状態判定部５は、流体が安
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定状態にあるかどうかの判定を開始する（ステップＳ２）。前記安定状態判定部５は、測
定流量値ＱＴと目標流量値Ｑｒの偏差が所定値以下の状態が所定時間以上継続された場合
に、安定状態であると判定し（ステップＳ３）、安定状態であると判定された時点での前
記圧力センサ３で測定された測定圧力値Ｐ１（ｔ０）を前記流量変化量算出部６１は初期
圧力記憶部（図示しない）に記憶させる（ステップＳ４）。ここで、初期圧力記憶部に記
憶された測定圧力値Ｐ１（ｔ０）は、流体の安定状態が崩れるまで保持され続ける。例え
ば安定状態が崩れた後再び流体が安定状態となった場合や、所定時間ごとに更新して記憶
するようにしてもよい。そして、時刻ｔ０からΔｔだけ経過した後の時刻ｔ０＋Δｔにお
ける測定圧力値Ｐ１（ｔ０＋Δｔ）と記憶されている測定圧力値Ｐ１（ｔ０）により、前
記流量変化量算出部６１は、逐次、流量変化量ΔＱＰを前述した式４から算出し続ける（
ステップＳ５）。この流量変化量ΔＱＰの算出は例えば、前記圧力センサ３のサンプリン
グ周期に合わせて行われる。そして、前記流量変化量算出部６１による流量時間変化量Δ
ＱＰが算出されるようになってからは、前記異常判定部６２は、当該流量時間変化量ΔＱ

Ｐの絶対値が所定値よりも大きくなっていないかどうかを監視し続ける（ステップＳ６）
。前記流量時間変化量ΔＱＰが所定値よりも大きくなった場合には（ステップＳ７）、前
記異常判定部６２は、熱式流量センサ１で測定され、前記流量制御バルブ２にフィードバ
ックされている測定流量値ＱＴに許容できる以上の異常が生じていると判定する（ステッ
プＳ８）。前記異常診断部６で異常の発生が判定されると、例えば、熱式流量センサ１を
構成する部品のチェックや詰まりチェック等のメンテナンス作業が作業者により行われる
。
【００５１】
　このように第１実施形態のマスフローコントローラ１００及び診断装置２００によれば
、本来であれば熱式流量センサ１との比較用に圧力式流量計を構成するために、前記流体
抵抗４の上流側、下流側の両方に圧力センサ３を設けるところを、片側だけに取り付けて
部品点数、特にセンサの数を減らしつつ、測定流量値ＱＴの異常を診断できる。さらに、
前記流路ＭＬを流れる流体の状態が安定状態にある時に、測定圧力値Ｐ１に基づいて流量
時間変化量ΔＱＰを算出するので、センサを減らしたにもかかわらず、正確な値を算出す
ることができる。従って、流量時間変化量ΔＱＰを用いることで、熱式流量センサ１で測
定される測定流量値ＱＴの異常を診断するための基準として用いることができ、異常によ
りどの程度の流量誤差が生じているのかといった定量的な評価を行うことができる。この
ため、単に異常が起こっている事が分かるといった大雑把な診断ではなく、異常が起こっ
ていても許容できる範囲であれば異常と見なさない等といった細やかな評価を行うことが
でき、使用条件に合わせた診断を行うことができる。
【００５２】
　次に本発明の第２実施形態について図５を参照しながら説明する。なお、第１実施形態
に対応する部材には同じ符号を付すこととする。
【００５３】
　前記第１実施形態では、異常診断部６が流量変化量ΔＱＰに基づいて熱式流量センサ１
の測定流量値ＱＴに異常が発生しているかどうかを診断するものであったが、第２実施形
態の異常診断部６は、測定圧力値Ｐ１の変化量に基づいて測定流量値ＱＴの異常を診断す
るように構成してある。
【００５４】
　すなわち、第２実施形態のマスフローコントローラ１００及び診断装置２００では、前
記異常診断部６が、前記測定圧力値の変化量を算出する圧力変化量算出部６３と、前記圧
力変化量算出部６３が算出する圧力の変化量の絶対値が所定値以上となった場合に前記測
定流量値が異常であると判定するように構成された異常判定部６２とを備えたものである
。
【００５５】
　前記圧力変化量算出部６３は、流体が安定状態にあるときに前記圧力センサ３で測定さ
れる測定圧力値Ｐ１について、逐次、変化量を算出するように構成してある。第２実施形
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態では前記圧力変化量算出部６３は、前記第１実施形態のように変化量として差分を算出
するようにしてある。より具体的には、圧力変化量算出部６３は、ある時点における測定
圧力値Ｐ１を初期圧力記憶部に記憶させて保持させておき、その圧力値と、現在測定され
ている測定圧力値Ｐ１に基づいて、逐次、測定圧力値Ｐ１の差分を演算してその値を出力
し続けるように構成してある。例えば、初期圧力値を記憶せずに、測定圧力値Ｐ１の時系
列データに基づいて逐次、隣接する測定圧力値Ｐ１の差分を演算するようにしても構わな
い。
【００５６】
　このように構成された第２実施形態のマスフローコントローラ１００及び診断装置２０
０によれば、図６のグラフに示すように、前記安定状態判定部５により流体が安定状態で
あると判定された後においては、安定状態であると判定された時点での測定圧力値Ｐ１と
、現在前記圧力センサ３で測定されている測定圧力値Ｐ１について差分演算を前記圧力変
化量算出部６３は開始し、その測定圧力値の差分値ΔＰの絶対値が所定値よりも大きくな
った場合に前記異常判定部６２は、測定流量値ＱＴに異常があると判定する。
【００５７】
　つまり、第２実施形態のマスフローコントローラ１００及び診断装置２００であれば、
詰まりなどが熱式流量センサ１に生じ、出力されている測定流量値ＱＴに誤差が表れてい
ることを、前記圧力センサ３で測定される測定圧力値Ｐ１の変化量から知ることができる
。
【００５８】
　次に本発明の第３実施形態について図７を参照しながら説明する。なお、第１実施形態
に対応する部材には同じ符号を付すこととする。前記流体抵抗４の上流側のみに圧力セン
サ３を設けていたが、逆に下流側にのみ圧力センサ３を設けておき、前記圧力算出部６で
前記流体抵抗４の上流側の未知の圧力を算出するようにしても構わない。このようなもの
であっても第１実施形態のマスフローコントローラ１００と同様に精度よく定量的に測定
流量値ＱＴに生じている異常を診断することができる。また、第２実施形態に示すように
、熱式流量センサ１、流体抵抗４、圧力センサ３、流量制御バルブ２の順番で流路ＭＬの
上流から順番に設けても構わない。すなわち、前記流量測定機構、前記流量制御バルブ２
、前記圧力センサ３及び前記流体抵抗４の流路ＭＬに沿って並んでいる順番は特に限定さ
れるものではない。
【００５９】
　その他の実施形態について説明する。
【００６０】
　前記各実施形態ではマスフローコントローラとして流量制御装置が構成されたものを例
として挙げたが、各部品をパッケージ化せずに同様の流量制御装置を構成しても構わない
。また、前記安定状態判定部、前記圧力算出部、前記流量算出部、前記異常診断部として
の機能を発揮するための診断用プログラムを記録媒体等から、既存のマスフローコントロ
ーラを構成するコンピュータにインストールすることにより、診断に関する構成を追加し
ても構わない。さらに、熱式流量センサ又は圧力式流量センサ等の流量測定機構が単体で
流路に設けられており、この流量測定機構が測定する測定流量値に異常が発生していない
かどうかを、前記診断装置を用いて診断しても構わない。
【００６１】
　前記流量測定機構は熱式流量センサに限られるものではなく、その他の圧力式や他の測
定原理を用いたセンサであっても構わない。前記安定状態判別部は、測定流量値と目標流
量値の偏差に基づいて安定状態かどうかを判定するものではなく、例えば、前記圧力セン
サで測定される圧力値に基づいて判定を行うものであっても構わない。前記異常診断部は
、測定流量値に異常が生じているかどうかを診断するものであったが、例えば、測定流量
値に異常が生じている原因等まで診断するものであっても構わない。前記流体抵抗は、前
記熱式流量センサの層流素子であっても構わない。すなわち、前記流路内に層流素子と、
流体抵抗とを別々に設けるのではなく、共通化してもよい。この場合、圧力センサは前記
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層流素子の上流又は下流に設けてあればよい。加えて、前記実施形態で示した流量の算出
式は一例であり、使用条件等に応じて、適切な算出式を用いればよい。また、第２実施形
態の圧力変化量算出部は、圧力の差分を算出するものであったが、変化量として微分値を
算出するように構成してもよい。
【００６２】
　前記各実施形態において、流量時間変化量は差分値であってもよいし、微分値であって
もよい。同様に圧力時間変化量に関しても差分値であってもよいし、微分値であってもよ
い。要するに、流量測定機構に詰まり等が生じ、流量を一定に保っているはずにもかかわ
らず、圧力値や実際の流量が変化していることを検出して、流量測定値に異常が生じてい
ることを検出するのに適した値であればよい。
【００６３】
　その他、本発明の趣旨に反しない限りにおいて、様々な変形や実施形態の組み合わせを
行っても構わない。
【符号の説明】
【００６４】
１００・・・マスフローコントローラ（流量制御装置）
２００・・・診断装置
１　　・・・熱式流量センサ（流量測定機構）
１３　・・・層流素子
２　　・・・流量制御バルブ
２１　・・・バルブ制御部
３　　・・・圧力センサ
４　　・・・流体抵抗
５　　・・・安定状態判定部
６　　・・・異常診断部
６１　・・・流量変化量算出部
６２　・・・異常判定部
６３　・・・圧力変化量算出部
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